
5．婦人保護事業（DV被害者支援・  

人身取引対策）との連携  

－157－   
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厚生労働行政におけるDV被害者の  自立支援の取組について  

婦人相談員 全国1018人（平成20年4月1日現在）   
相談 カウンセリング 情報提供  

（配偶者暴力相談支援センター180か所）  

うち 婦人相談所 47ケ所  

相談カウンセリング情報提供  

一時保護（民間シェルター等への委託を含む）   

用件児暮への対応  

婦人保護施設への入所 等  

婦人保護  

施設  

生活支援  

心理的ケア  

自立支援  

福祉事務所（もしくは市町村）  

生活保護 母子生活支援施設入所  

保育所入所 子育て短期支援事業  

母子家庭等日常生活支援事業  

児童扶養手当の支給 等  

母子生活  

支援施設  

生活支援  

子育て支援  

心理的ケア  

自立支援  

母子家庭等就業■自立支援センター   
職業相談から就業支援講習会の実施、就業情報提供等  

公共職業安定所（ハローワーク）   
特にマザーズハローワーク・マザーズサロンにおける子育て女性などに   

対する就職支援  

児童絹寝室  
血岬什た手ともへの心理的ケア．手書亡鯛憾苦   



○婦人相談所及び婦人相談員における夫等の暴力の相談件数は年々増加。  

（人数）  

夫等の暴力の相談件数及び相談全体に占める割合（来所相談）   

25，000  

20，000  

15，000  

10，000  

5，000   

H13年度 H14年度 H15年度 H16年度 H17年度 H18年度 H19年度  

（厚生労働省家庭福祉課調べ）  



○ 婦人相談所により一時保護された女性及び同伴家族の数をみると、平成13  
年度から平成16年度にかけて増加し、その後は微増減の傾向。  

○ 主訴別内訳をみると、「夫等の暴力」を入所理由とするものの割合が6割～7割。  
○ 平均一時保護日数は14．4日（平成19年度）  

［コ 由とする者）  
□同伴家族   

（件数）  

H13年度 H14年度 H15年鹿 H16年鹿 H17年鹿 H18年度 H19年鹿  
注1）夫等の暴力を入所理由とする者の割合。  （厚生労働省家庭福祉課調べ）   



DV被害者の一時保護委託（契約施設数）  

○ 平成14年度に一時保護委託制度を創設。  

○ 委託契約施設数は年々増加し、平成20年4月1日現在で261施設。  

○ 平成19年度における一時保護委託人数は、DVケース以外を含めて、3，750人  

（女性本人1，661人、同伴家族2，089人）である。  

O DVケース以外を含めて、女性本人の平均在所日数14．3日となっている。  

DV法第3条第4項に基づく一時保護の委託契約施設数（平成28年4月1日現在）  

施設区  母子生活  民間団体   
児童福祉  

施設  婦人保護  老人福祉  身体障害  知的障害  保護施設   その他   
分   支援施設  施設   施設   者施設   者施設   

合 計  

（注1）  

か所数   96   90   25   20   4   8   9   6   3   261   

（注2）   （97）   （89）   （23）   （19）   （7）   （6）   （6）   （4）   （5）   （256）   

（注1）母子生活支援施設を除く。  
（注2）（）内は、平成19年4月1日現在  

＿．ナ   



人身取引対策行動計画の♯事（平成16年12月7日策定）  

Ⅰ人身取引対策の重要性  

権侵害であり、人道的な鮎からも迅  0桝看を細の紬として位相ナ・きめ掛な対応  

‾‖－ 鮎 棚鮒画の策 
いたの正も書取．防止  

5 留意事項   

○内外の関係機関等（外国関係機関、NGO等）との連携 ○社会啓発・広報活動   

○人身取引対策に関係する職員に対する研修・訓練  ○行動計画の検証・見直し  

2人身取引を防止するための   

諸対策   

○出入国管理の強化   

○旅行関係文書のセキュリティ確保   

O「興行」の在留資格、査証の見直し  

＊外国機開認定資格のみによる基準充足  

要件の削除   

○偽装結婚対策   

○不法就労防止の取組み   

○売買春防止対策  

3 人身取引を撲滅するための   

剋重   

○刑事法制の整備  

＊刑法改正による人身売買行為の犯罪化   

○取締りの徹底   

○旅行文書等に関する情報交換の推進   

○諸外国の捜査機関等との連携強化及び  

情報交換の推進  

4 人身取引被害者の保護  

○被害者の認知  

○シェルターの提供   

・婦人相談所葺の活用   

・民間シェルター等への一時保護委託  

○カウンセリング、相談活動等の実施  

○交番等に駆け込んだ被害者の保護  

○被害者の在留資格の取扱い  

（在留特別許可の付与）  

○被害者の安全の確保  

○被害者の帰国支援  

（国費送還、lOMを通じた帰国支援）  

（外務省ホームページ資料に加筆）   
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人身取引被害者保護の流れ  

人身取引被害者  

りにおける 

甘  
相韮談  

被害者への支援に資する国際協力   



18歳未満の人身取引被害者の一時保護実績  
（H13年度～20年度）  

（人数）  

平  平  平  平  平   
成  成  成  成  成  

計              16  17  18  19  20  

年  年  年  年  年  

度  度  度  度  度   

婦  

人  

相  3   3   0   2   9   

談  

所   

児  

E∃  

相  5   0   0   6   

談  

所   

計  口   8   4   0   15   

15歳   3   

用歳   5   

17歳   7   

計   15   

フィリピン   10   

インドネシア   2   

コロンビア   

中国   2   

計   15   

愛知県   6   

岐阜県   2   

栃木県   

群馬県   

千葉県   3   

東京都   

沖縄県   

計   15  




